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日本赤十字社の 献血者事故救済制度の 現状について 

]. 日本赤十字社の 献血者事故見舞金贈呈制度導入の 経緯等について 

(1) 昭和 43 年Ⅱ 月 、 日本赤十字社災害等資金規程の 改正で「奉仕者が 奉仕 

活動に従事したため 事故にあ った場合の見舞金」と 並び、 献血においても 

「献血者が事故にあ った場合の見舞金」が 支出できるようになった。 これ 

を受け、 翌 44 年 A 月に、 事故にあ った献血者の 善意に報いるため「献血 

昔事故見舞金贈呈内規」を 制定し、 円滑な血液事業の 運営を図ることとな 

った。 

C2) 献血者が献血に 際し事故にあ った場合、 各血液センタ 一において速やかに 

適切な措置を 取り得るよう 見舞金贈呈の 内規を定め、 併せて血液センタ 一 

の財政負担の 軽減を図るため、 本社交付金の 制度を設けた。 

(3) 献血事故に関する 問題解決の様態如何によって、 見舞金は賠償金としての 

意味を持っ場合もあ る。 

なお、 献血者事故見舞金贈呈の 性格についてほ、 事故にあ れれ だ 献血者の善 

意 に報いるだめの 補償・救済的要素と 医師賠償責任保険の 適用による示談 頷か 

保険給付額を 上回った場合の 二次的な補償を 行なうだめの 補完的な要素の 2 つ 

を 含むと解される。 

2. 医師賠償責任保険導入の 経緯等について 

Ⅰ ) 医師賠償責任保険と 献血者事故見舞金との 関連 

の昭和 44 年 4 月に制定された「献血者事故見舞金贈呈内規」を 補完し 、 

より専門的な 立場から、 迅速に事故の 解決を図ることを 目的に、 昭和 

44 年「 2 月より医師賠償責任保険に 付保した。 

②採血による 副作用事故が 発生し、 見舞金等の支給の 必要が生じた 場合 

には、 第一次的に医師賠償責任保険を 保険会社に請求。 なお、 保険会 

社の認定金額が 被害者との示談額を 下回る場合、 或いは保険の 適用が 

されない場合などについては 第 ・， 次 的に献血者事故見舞金を 適用する 

ものであ る。 ( 昭和 46 年「 1 月 22 日付山緒第 220 号血液事業部長 

通知 ) 



(2) 保険対象となる 事故 

①採血行為上の 事故 ( 医師特別約款 ) 

採血行為が原因で 献血者が死亡したり、 後遺障害が発生しだり、 身体 

の 具合が悪くなった 場合、 保険金支払いの 対象となる。 

②施設の使用・ 管理上の事故 ( 医療施設特別約款 ) 

採血行為以覚の 施設の使用・ 管理上の事故を 原因として献血者を 死傷 

させたり、 財物を損壊しに 場合、 保険金支払いの 対象となる。 

3. 医師賠償責任保険の 適用となるべき 事例に見舞金等で 補償が 行 ねれている 

場合について 

献血による健康被害の 症状が短期間で 回復した場合や 少額な医療費、 交 

通費などで治療が 終了した場合等に、 保険会社に申請せず、 自己負担をし 

ている血液センターがあ る。 

4. 医師賠償責任保険の 適用事例に、 村 mD 的に見舞金等の 補償が行かれている 蟻 

台について 

献血事故が重篤な 事例や発生から 終了までの期間が 長期化する事例等に 

おいて、 保険会社の認定金額が 実際の示談額を 下回る場合、 献血者事故見舞 

金 贈呈内規に基づき、 被害者に対し 補償の意味を 込め、 見舞金を支給するこ 

ととしている。 

5. 告 センタ一の提供する 医療費等の補償と 本社見舞金を 適用する場合の 違い 

について 

血液センターが 医療費等を補償する 場合は、 献血者事故見舞金贈呈内規に 

基づく当該血液センタ 一所長の判断よるものであ る。 本社見舞金 ( 交付金 ) 

を適用する場合は 申請に基づき、 血液センターが 支出する見舞金が 7 万円以 

上の場合で、 支出する額の 100 分の 90 に相当する見舞金を 当該血液セン 

タ一に支払うものであ る。 なお、 見舞金の額が 7 万円以上であ っても申請を 

行なれないセンターもあ る。 



6. 新たな献血者救済制度ができるまでの 対府は ついて 

献血に伴 う 事故が発生した 場合の医療費や 見舞金などがセンタ 一の独自 

の判断で行なわれている 場合があ り、 不統一であ るので、 昭和 46 年「「 

月 22 日付加 経 第 220 号血液事業部長通知に 基づき、 献血事故により 見舞 

金等の支給の 必要が生じた 場合には、 第一次的に医師賠償責任保険の 適用 

し、 第 次 的に献血者事故見舞金贈呈内規を 適用する旨を 再度通知し 、 各 

センターが統一した 献血者救済を 行な う よう周知登底を 図る予定であ る。 

以上 





医師賠償責任保険の 内容について ( 概要 ) 

]. 本 保険の内容 

太保険は、 日本赤十字社血液センターを 被保険者とした 賠償責任保険で 
す 。 事故の種類により 2 種類の保険約款で 対応します。 

①医療上の事故 ( 医師特別約款 ) 
日本国内で行った 採血その他の 医療行為によって 献血者の身体に 障害 

を与え、 保険期間中に 発見された献血副作用事故について、 法律上支払わ 
なけれ ば ならない賠償金を 補償限度額の 範囲内で支払うちのです。 

②建物・設備の 使用管理上等による 事故 ( 医療施設特別約款 ) 
血液センター・ルームが 所有・使用もしくほ 管理する施設の 欠陥を原因 

とする事故、 施設の内外で 行ねれる仕事の 遂行に起因して 事故が保険期間 

中に発生した 場合において、 法律上支払わなければならない 賠償金を保証 
限度額の範囲内で 支払うものです。 

2. 支払われる保険金の 種類 (2 約款共通 ) 

(1) 損害賠償金 
傷害の場合 治療費、 入院費、 慰謝料、 休業補償 等 

後遺 障害の場合 遺失利益、 慰謝料 等 

死亡の場合 葬儀 費 、 遺矢利益、 慰謝料 等 

(2) 争訟費用 
弁護士費用、 訴訟・仲裁・ 調停・和解に 要する費用 等 

(3) 被害者に対する 応急手当や緊急措置に 要する費用 

3. 被保険者 

日本赤十字社の 全ての血液センター ( 献血ルーム、 移動献血 車 等を含む ) 

以上 


















